
3　高野寺と大般若経について
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1　はじめに

平田市野石谷町にある高野寺は古くからの真言宗寺院として、また鎌倉時代の一筆書写経で重要

文化財に指定された大般若経が伝来することで知られている。しかし、当寺の歴史については残さ

れた史料がごく僅かとあって不明な点が多く、大般若経にあってはどのような経緯で当寺に伝来す

るのか、必ずしもはっきりとしていない。

2　高野寺と近世史料

高野寺は島根半島部に連なる湖北山地の一角、標高311mを測る高野寺山の南側の山腹に位置し

ている。眼下には宍道湖、出雲平野が広がり、遠くは大山、三瓶山などが眺望できる恰好の地であ

る。所在は平田市野石谷町913番地、本尊は聖観世音菩薩とされ高野山真言宗に属しているが、現

在無住で奥の院以外に建物はなく、市内平田町の城西寺（住職高橋弘道）によって兼務されている。
（1）

高野寺についてまとめた文献には、戦前は昭和4年（1929）に刊行された『久多美村誌』があり、

編著者である原運一は当寺の歴史を概説するとともに、累代住職、堂芋、仏像および什器について

記述、付記として法性阿閣梨の伝記、『楯縫郡高野寺縁起』、棟札資料を載せている。戦後は昭和28

年（1953）、再び原により『村誌』の改訂が行われたが、同寺については後述の大般若経に関係し

たこと以外に新たな記述はみられない。その後、昭和44年（1969）に『平田市誌』が刊行され、近

年は平成4年（1992）『郷土誌はやさめ久多美』、平成10年（1998）『郷土史ひらた』、また最近では

平成12年（2000）『平田市大事典』と続くが、近世以前に関しては『村誌』の内容と大きく変わる

ところはない。

これらの解説によれば、（1）高野寺は高野山（または胎蔵山）遍照院といい、開基は弘法大師

と伝え、鎌倉時代法性阿閣梨によって中興されたという、（2）以来寺運は隆盛し、出雲の高野山

ともいわれたが、天正年間尼子氏の兵火によって旧記証文などを失い、以降衰退した、（3）江戸

時代、八束郡秋鹿村高祖寺の住職が兼務する時期があり、大律師丈雄比丘が当山を兼務再興した、

（4）弘化5年（1848）には本堂が消失し（以降聖観世音菩薩が本尊とされる）、文久元年（1861）
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に本堂が再建された、というのが寺史の大まかな流れである。

史料として知られているのは、当寺に伝わる『縁起録』や当地方の代表的地誌である『雲陽誌卦

などであり、近世以降のものに限られる。このうち最も古い史料は17世紀半ば、寛文6年（1666）

の奥書をもっ『縁起録』であり、『村誌』に収録されている。これは教善房学意が書いたもので、

院号寺号にはじまり開基、中興開基、堂芋や仏像、縁日、優婆石堂、奥の院、関伽井の井水、石塔、

元末寺、只浦由来のことなどが記されている。ただし、後述するように『村誌』には全文が紹介さ

れたわけではなく、奥書も「千時寛文六年丙午八月　教善房撃意記之」とだけ載り、末尾には原文

にはない「ここも名の高野の寺にひびきしは　そのあかっきの鐘の音かも」の歌が添えられた。

続く18世紀前半の史料には享保2年（1717）黒沢長尚編の『雲陽誌』があり、『郷土史ひらた』

に全文が掲載されている。当寺の沿革が『縁起録』とほぼ共通した内容で簡潔に記されており、編

纂時にこの史料が参考にされたことがうかがえる。両者には若干の違いもあり、山号を『録』は高

野山遍照院とするが『誌』では胎蔵山とあり、中興開山法性については『録』は弘長年間（1261～
（2）

1263）の人とするが、『誌』では仁治・寛元（1240～1246）のころとしている。『仏教辞典』によれ

ば、法性は真言宗の僧侶で学園房ともいい、紀伊高野山法性院（宝性院）を開いた人、仁治・保延

年間の金剛峰寺と大侍法院との闘争がもとで仁治4年（1243）出雲国に配流され、寛元3年（1245）

そのまま当地で亡くなったとされている。これに従えば『誌』の記載の方が正しく、編纂の際『録』

のそれを誤記とみて質したものとみられる。
＼

同時期の史料には、この他に本堂再建のものと推測される享保10年（1725）林鐘（6月）21日の

記のある棟札がある。『村誌』に紹介された銘文により、このころ当寺が無住の状態にあったこと
（3）

や、秋鹿郡秋鹿村の高祖寺住侶丈雄が再建時の供養導師役を務めていたことなどが分かる。高祖寺

は同じ真言宗寺院であって金峯山大欒院といい、京都嵯峨の大覚寺派に属し、18世紀段階には末寺
（4）

として同所の大日寺など六芋を有していた。また、高祖寺に伝来する絹本著色十六善神画像はもと
（5）

高野寺の什物であったと伝えられている。

18世紀後葉になると、史料的には寛政4年（1792）の楯縫郡『寓差出帳』が挙げられる。『郷土

史ひらた』に掲載さ一れていて、この時点での堂芋の状況や当寺が真言宗大覚寺の末寺であったこと

が知られる。この本末関係は前年（1791）に幕府へ提出された本山資料からも確認でき、「一大覚
（6）

寺末　楯縫郡野石谷村胎蔵山遍照院高野寺」と記されている。大覚寺との関係はその後、楯縫郡の
（7）

『寺院明細帳』により少なくとも明治前期まで続く。

3　寛文6年（1666）の『縁起録』

『縁起録』については『村誌』で活字化されたが、実は今日高野寺に伝わるものをそのまま資料

化してはいない。現存する『縁起録』は椴子装美濃版の袋綴本1冊で、表紙題箋は「楯縫郡高野山

縁起記録　全」とあり、本紙首題には「楯縫郡高野寺縁起記録」と記されている。『村誌』掲載文

と比較すると、かなりの字句の異同や省略部分があり、特に後段にそれが顕著である。当寺に関す

る縁起書はこの1冊しかなく、他に別系統のものも知られていないことから、『村誌』では編著者

が一部を割愛するなどして掲載したとみられる。

異同・省略部分で特に注目されるのは、「千時寛文六丙午暦八月日　自性院学雄　学祐　学意」

三代目　教善房学意上人記之」とある奥書である。筆者は「三代目」（初代が学雄、二代が学柘、
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そして三代目が自身という′ことらしい）であることを付け加えていて、学意はここで学雄の流れを

汲んでいることを特に書き止めておきたかったようである。学意と学雄は「先師恵光院学雄上人当

寺兼帯のみきり、予もまた暫時このやまに住す」関係にあったが、これによって学雄はもと恵光院

の住持であったことが分かる。そして、「去寛文五暦四月此山日御崎恵光院学雄上人に被下置」た

ともあるから、学雄は『縁起録』成立の前年（1665）に当寺を兼帯したことが知られる。日御崎恵

光院はもと日御崎神社の境内にあった真言宗寺院で、山号を金剛山といい、同神社の別当寺であっ
－　　　　　（8）

たとされている。

ところで、筆者がどのような理由から『縁起録』を苦いたかであるが、文中には「前大守羽林少
（う）

将直政公御逝去の後、当山再興の素願手亡しちからなく、そのおへ旧記しやうもん紛失せるを欺き、

有増見聞のおよふ虞、進むて是を出顕さん」とあって、このころ当山の再興が大きな課題であった

ことが分かる。学意の説明によると、寛文3年（1663）松江藩主初代松平直政（1601～66）が当山

を訪れ、これが切っかけとなり寺領の安堵や真言秘密の道場とすべく復興が計画されたが、直政の

死去によって後ろ盾を失い頓挫してしまったという。しかし、このままにしておけば「人また霊明

をしらす」ことにもなるから、後見の嘲笑をも恥じることなく「唯婦人中子参詣乃ミきり、此巻を

ひらくときハ、信心発起せしめ、師恩乃源を謝せむかため」とあり、なお再興を念じていた様子が

うかがえる。

このように、『縁起録』からは江戸時代前期日御崎恵光院住職が兼務していたことや、直政の参

詣をきっかけとして復興が計画されたが結局そのままで終わったこと、そして、これを憂いながら

も学意がなお復興を願って縁起を書き起こしたことなどが知れるが、こうした点は従来の文献があ

まり触れなかったところであり注目される。ともあれ『縁起録』を含むこうした近世史料からは、

中世末期から近世にかけて寺運は衰退期にあり、幾度か再興が図られながらも無住兼帯の時期を繰

り返していたと言えるであろう。

4　大般若経の調査と保護

当寺所蔵の大般若経については調査と保護の歩みからたどってみると、一般に知られるようになっ

たのは戦前発行の『村誌』からとみられる。原は当寺の仏像及什器の項で「一、竹紙大般若経　六

百巻　唐宋浄蓮法師一筆書写之経」と記している。そして戦後、日本各地の中世期の大般若経と比

べてさして特異な写経型態ではないとしながらも、これが宋人の手になる一筆経であることに注目

しその史料性を高く評価したのは、当時文部省文化財保護委員会美術工芸課技官であった近藤喜博

である。彼は昭和27年（1952）に現地調査し、翌年8月20日付の『美術』紙上に「出雲囲、高野寺
（9）

の大般若経」と題して概要を報告した。

同報告によれば、一部に宋人安善の助筆があるものの宋人浄蓮の一人一筆経としてよいこと、巻

第600の奥書により正応元年（1288）から同5年（1292）にかけて満4カ年にわたって書写され、

もとは出雲国須佐郷の須佐神社（東山御宮十三所大明神）に奉納されていたことなどを明らかにし

たうえで、浄蓮・安善がどうしてこの出雲国に来たのかという点については「宋滅亡による亡命か、

出雲地方との通商通交の関係からか」と問題提起しっっ、日宋の通交および文化を考えるうえで貴

重な資料であると指摘した。

この近藤の指摘を受けてであろう、改訂版『村誌』では「662年前（昭和25年より）宋の人浄蓮
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の筆になる写経で全国でも稀な（3カ所しかない）国宝的存在のものである」と付け加えられ、ま

年、昭和35年（1960）9月30日にはこの希少価値を理由に県の有形文化財に指定された。昭和41年

（1966）には県文化財保護審議会委員の加藤義成が、本経をはじめこのころに県の指定文化財となっ

た5点の経論などをまとめて調査報告を行っている。加藤は各巻の奥書の整理を行って本経の筆者
（10）

について詳述するとともに伝来の経緯について触れている。

昭和60年（1985）10月には文化庁美術工芸課の湯山賢一・安達直哉・高橋裕次3名により現地調

査が行われ、国指定候補物件として1巻ずっが詳細に調査された。その結果を踏まえて翌年6月6

日に重要文化財に指定されたが、指定名称は「大般若経599帖（内補写経4帖）　自正応元年至同

5年末人浄蓮一筆経」であり、指定の理由は鎌倉時代の宋人による一筆経のまとまった遺品の一つ
（11）

として、同時代の日宋文化交流史上に重要であるというものである。なお、600巻のうち1巻不足

しているのは巻第419を欠いているためであり、4巻の補写経は南北朝期とされる巻第414・415、

江戸期とされる巻第119・418を指している。また、浄蓮の一筆書写経ではあるが、巻第16～30、巻

第51～63の28巻は奥書に「大宋人安善執筆書」とあり、巻第64は前半が安善、後半が浄蓮が執筆し
（12）

ていて、安善の助筆と分かる。

その後、本経は徴害や虫損による痛みが酷かったため、平成3年（1991）から6カ年にかけて保

存修理が施された。修理後は島根県立博物館に寄託されて今日に及んでいる。この間、平成9年

（1997）には島根県他が主催し松江・東京・大阪の3会場で開催された、『古代出雲文化展』にお
（13）

いて一部が展示公開された。

5－大般若経の成立

つづいて成立当初からの伝来の経緯を辿ってみると、本経がもと出雲国須佐郷の十三所大明神に

奉納されたものであることは近藤以来指摘されたところであり、巻第600に記された次の奥書によっ

図1高野寺と大般若経関連の地名位置図
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て明らかである。
（14）

自正應元年辛丑歳十二月四日始之至干」正應五年壬辰歳十二月三日四（五）箇年之間」一筆書需

大般若経一部六百巻」奉安置出雲園須佐郷」東山　御宮十三所大明神之聖前安慰」毎年樽讃廻向

神力各身平安永無」突厄寿命延長寓事利益上下巻属亦」如意者

設経大施主御代官　沙弥政願　沙弥助阿　執筆一乗宋人浄蓮

これにより、本経は正応元年（1288）12月4日から同5年（1292）12月3日まで満4カ年をかけ

：て書写され、代官沙弥政願・沙弥助阿を施主として十三所大明神（須佐神社）の宝前に納められた。

書写したのは宋人浄蓮であり、（一部に宋人安善の助筆を得ながら）1巻につきおよそ2日半かけ

て書写した計算である。途中、巻第400の奥書に「宋人浄蓮執筆書」正應四年辛卯五月十五日午時

書誌仰頼経主願成彿力寿命綿遠資福康泰廻資蔭力我等如是者」とあり、12年半ほど経過した正応4

年（1291）5月半ばにこの巻を終えている。因みに、こうした宋人による大般若経は宋建康府の人

謝復徳改名謝復生が、弘安7年（1284）5月15日よりはじめて同10年（1287）正月までの間に、周

防国揚井荘上品寺において一人で書写した広島県正法寺伝来のものや、正応2年（1289）に宋人普
（15）

勲助成が書写した滋賀県西明寺伝来のものが知られている。

施主である沙弥政願・助阿については須佐郷の代官と記されているだけだが、「出雲国杵築大社
（16）

御三月会相撲舞御頑役結番事」で知られる、文永8年（1271）11月の「関東下知状案」（千家文書）

を通して二人の歴史的性格がうかがえる。これによると、当時須佐郷は「相模殿」、すなわち北条

時宗の所領とあって得宗家領と分かり、本経が書写された正応年間は貞時の所領であったとみられ

る○　このことから政願・助阿は得宗被宮人で須佐郷に派遣されていた代官であった可能性が強く、

浄蓮・安善はこうした得宗被宮人の庇護のもとで写経作業を行ったものと想像される云本経は日宋

の文化交流史上はもちろんであるが、鎌倉時代における出雲地方の政治・文化史を知るうえでも貴

重である。

6　大般若経の伝来（室町～江戸）

本経に経横が伴って伝来していることは意外と知られていない。本横は黒漆塗り、被蓋造り凡帳

面取り、六脚付の唐檀形式で、縦35cm、槙57cm、高さ50cmのものが二合遺存する。身の正・

背面中央に紐金具をっけるが、紐と環を欠き、脚が失われている。紐金具の環座には魚々子地に

「大般若経」と4文字が入る。2合とも蓋中央に「雲孟須佐大神」（刻銘朱書）、身部に「十三所大

明神」「大般若経由也」（朱書）と銘文があり、須佐大明神（十三所大明神）の所有する大般若経の

経堰であったことが分かる。また身部には一方に「三百内・三百内」、もう一方に「五百内・六百

内」と朱書されていて、今はないが「一百内・二百内」と記した権と合わせ、本来三権一具のもの

として存在したことが明らかであるとともに、この数字と合わせ堰の容積からは一箱に200巻ずっ

巻子本で収められていたことが復元できる。製作時期は紐金具などの特徴から室町時代と考えられ、

本経成立より後出するものの、その後長らく須佐神社に所蔵されていたことが知れる。

ところで、本橋の観察でもうノーつ見過ごせないのが、先の銘文のうち所在を表した部分－「雲孟

須佐大神」「十三所大明神」一に限って故意に擦消されている点である。というのは江戸時代前期

の寛文年間（1661～73）、出雲国内では杵築大社をはじめとする諸神社で神仏分離が実施された史

的事実があり、このことは須佐神社においても同様であったとみられ、このとき同社を離れたと推
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察されるからである。本経は仏教色排除の対象となり移動を余儀なくされたとみてよく、と同時に
J‾

もとの所在を隠す必要から銘文の擦消が行われたと考えられる。

本樺も製作の室町時代から須佐神社を離れるまでの間の伝来事情が知れて注目されるが、では本

経がそのまま高野寺に移ったかが問題である。この点について「島根県下の経論」の中で加藤は、

『縁起録』に本経の施人を勧誘する旨が記されているとして、奥書の寛文6年（1666）のころ近郷
（17）

の信者によって須佐宮から本寺へ施入されたと指摘した。しかし、『縁起録』を読む限りそのよう

な記載はなく、この指摘は根拠を欠いている。現状では移動の時期を十分に説明するだけの史料が

ないと言えるが、その後の経緯を知る手掛かりの一つに、巻第600の奥書に続いて別筆で「後伏見

帝正應五年壬辰到干賓暦十年庚辰得四百六十九年」とあり、この宝暦10年（1760）の時点で移動し

た可能性が考えられる。

また、さらに下って巻第1の裏表紙見返には「為先祖代々彿果　為御武運長久　施主松江　富郡

奉行　奈倉五郎蔵」とあり、郡奉行である奈倉五郎蔵が先祖代々の併栗と武運長久のためとして施
（18）

主になっていることが知られる。松江藩『列士録』によると、五郎蔵は4代目奈倉五郎蔵をいい、

安政2年（1855）没、楯縫をはじめ島根・秋鹿・意芋の北四郡を管轄する郡奉行には天保9年

（1838）7月9日から弘化3年（1846）2月16日まで就いていて、この間の記名であることが分か

る。あるいはこの時彼によって当寺に施入されたと考えることも可能であろう。因みに彼の経歴を

辿ると、専ら藩主参勤の折りの道中右筆や日記役など主に書記的業務に携わっている。この時期施

主となっているのは彼一人であり、こうした経歴に注目するならば五郎蔵は宋人の一筆経である本

経に特別な関心を寄せていたのかもしれない。

7　大般若経の伝来（近代）

本経と高野寺、そして周辺地域との関わりを考えるとき、近代以降も興味深い内容を含んでいる。

それは各巻の装丁紙の表・裏の見返しに記入もしくは貼紙された多数の施主名記事である。巻2～

巻52、巻91～巻160、巻171～181、巻189～巻265、巻267～270、巻321～巻333、巻335～巻340、巻

363、巻366、巻368～巻380、巻第600の計248帖にみえ、例えば巻第1に「為先祖代々家内安全　塩

津中江施　松村定三郎」、巻第2に「為先祖代々家内安全　施主　塩津角屋為七」、また最後の巻第

600に「同郡口宇賀村　三玄寺観望　為菩提」とあって、「為」からはじまる施人の趣旨と施主名お

よび出身地が記されている。施人の趣意は大半先祖代々の菩提を弔い家内安全を祈るものであり、

他に海上安全商売繁昌のためや特定の法名を書いて供養したものがある。施主は寺院名3・宮司名

1を含め288人にのぼり、1帖に一人の記入が多ぐ、中には数人で1帖の場合や一人で5帖記入さ
（19）

れる例がみられる。

施主の出身地についてみると、楯縫郡野石谷村・平田町・上ケ分村・東福村・口芋賀村・塩津・l

只浦・古井津・三津、秋鹿郡下伊野村・大垣村・秋鹿町・秋鹿村・上大野村・西長江村・魚瀬浦・

古浦・江角浦・手結浦・武代村・本郷村・西谷村・荘成相寺村、出雲郡上鹿塚村、島根郡第六匝天

神町、能義郡宇波村とあって、出雲東部の5郡にわたって3町16村8浦が記入されている。

この施主名記事がいっ、どのような事情から書き込まれたかについては、既述の町村浦名が明治
（20）　　　　　　　　（21）

22年（1889）の市制・町村制施行以前のものであることや個人名から判断して、この時期前後のも

のと考えてよいであろう。本経には「明治廿四年虫損等繕了」（巻第160）や「明治廿四年修繕了」
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（巻第431）などと書いた札が別に認められ、明治24年（1891）のころに修繕が行われ終了したこと

が知られるが、このこととも関連があるとすれば、先の多くの施人はこの修理事業に先だって集め

られた喜捨ではなかったかとみられる。施人の発願が誰によってなされたかは不明であるが、高野

寺周辺の近郷の村々を中心に進められたと考えて間違いはないであろう。施主の村別人数や帖数の

多さをみたとき、特に施主が集中しているところとして野石谷村、塩津、只浦があげられ、この3
（22）

村浦で全体の60％強を占めている。

：この施主名記事からは、明治20年代という時期に高野寺の大般若経をめぐって多くの人達が施主

として名を寄せていることが分かった。その分布はかなり広い範囲に及び、一部をのぞけば現平田

市域から松江市秋鹿方面・鹿島町恵曇方面にかけた、宍道湖北岸側の村々と日本海沿いの浦々であ

ることが知られた。この広がりはかっての高野寺および高祖寺の信仰圏の反映かともみられる。本

経は近代前期における当地域の庶民信仰の一端がうかがえる史料としても注目できよう。

8　おわリに

小文ではこれまで全文紹介されることのなかった『高野寺縁起録』を中心に少しく寺史を整理す

るとともに、料紙の奥書や経堰、そして装丁紙の施主名などから大般若経の伝来の経緯をたどって

みた。寺史については『縁起録』を読むことによって、これまで不分明であった江戸時代前期の状

況が少し知られたかと思われる。また、大般若経についても高野寺への伝来の時期を特定するまで

には至らなかったが、本経成立から近世後期までの伝来の様子や、とりわけ明治前期において本経

と当地域の人々を広範囲に結び付ける施人の事実があることが分かったかと思われる。

寺史について付言すれば、中世以前のことは直接的な史料がなく依然不明と言わざるを得ない。

『縁起録』では開基を弘法大師とし中興開山を法性としているが、空海（774～835）との関係はも

とより別として、中興開山とされる法性の当寺への順錫も事実かどうか定かでない。しかし、13世

紀前半ごろを中興期と位置付けるからには、このころに当寺が真言宗、高野山と直接結び付くよう
ニtl

な転機があったようにも思われる。また、さらに潮ってはどうか。島根半島の北山山地沿いには鰐

淵寺、華蔵寺、澄水寺、朝日寺、高祖寺、金剛寺といった、古くからの天台・真言宗系寺院がある

ことで知られている。こうした寺院の多くは11・12世紀ごろまでには存在したと考えられ、また、
（23）

より古くは山岳寺院として成立した可能性が指摘されている。高野寺もこうした古寺院と同様な性

格のものとして成立発展した可能性がありはしないだろうか。中世以前の実態を明らかにするため

には、今後寺域の範囲確認や坊跡の発掘調査、墓石等石造物調査といった考古学的な検証が望まれ

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（島根県埋蔵文化財調査センター）
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民大学講座　事典歴史講座集録集』、平田市教育委員会、1991）

ー68－



付　『楯縫郡高野山縁起記録　全』

楯縫郡高野寺縁起記録
「

博聞、楯縫郡野石谷むら高野山遍照院高野密寺、そのかミ弘法大師御開基乃伽藍地なり、就中富山

景象山色眺望を顧れは、東南ハ湖水抄々とはるかに見わたし、弘誓の深き」事を表し、西北峻嶺我々

として大悲乃高き事をしめす、また轟々たる林木あり、涼々たる清水あり、本堂は六問四面、奥院

に御影堂有、本堂ハ胎蔵大日の像高さ八尺、侍教大師乃御作、ならひに千手」観音座像高さ八尺、

弘法大師乃御作、多聞・地図・増長・贋目の四天たかさ七尺飴、是は定朝乃作、弥陀・観音・勢至

の三尊これ同定朝のさく、脇立乃二尊在之、本尊地蔵薩唾は行基菩薩之刻彫し給ふ」なり、丑寅に

あたり密法守護の鎮守四所明神乃社あり、是又紀州高野壇上御社を表せるなり、優婆石といふ石あ

り、霊験あらたにして衆病悉除乃願満足せすといふ事なし、依之富国中遠近の男女」歩を運ふとも

から、貴となく賎となく、老若共に信心乃水活けれハ、加被の明月自顕れ、其病を治し、其願を成

して、毎例七月十六・七縁日と定め、貴賎群集す、紀州高野山奥院に弘法大師兜卒天より蓮の糸に

て」釣おろさせ給ふと申石有、此地は弥勘の浄土なれは、去此不遠道理大師の御母堂を弥勘菩薩と

勧請し」給ふ、其五輪なるゆへ、弥勘石といふ、又、麓に慈尊院といふ在所あり、大師之御母堂弥

勘慈尊と奉祝、其むら」其里みな氏俳と仰き、時々祭礼不怠、いま麦におゐて優婆石堂と云ハ、紀

州高野山より弘長年中法性阿閣梨と申て御大徳当園へ御遊行被成、当園におゐてむかし弘法大師御

開基の霊山有之而御尋御登山」なされ、中興開基なし給ふ、終に当山にて御入定被遊、その時御足

裏に空海といふ文字顕れ、そのゆへ大師再度当山開基し給ふと、仇而大師の御再来と諸人仰き奉り、

其御入定場と云は、則」この優婆石堂なり、奥院御影堂乃かたはらに荷池の形あり、竹木おひ茂り、
（ママ）

多分ハ橋之木なり、彿法の霊地にあらされは稀なる木也、大師御自作之御尊像ならびに八祖大師御

影堂に安置し奉り、関伽井と」て清浄乃井水あり、つくつくと見めくりぬれハ心も澄る境地なり、

紀州高野山奥院のあか井ハ天竺青龍乃口よりいっる、壇上のあか井ハ白龍の口より出ると記録せり、

今此山の関伽井それを表し、かれを」かたとるなるへし、弘法大師此を九品の浄土と定給ひ、九本

乃松を植置を千年の古木枝葉茂りあひ、山の四方峰乃辺におひ立、朝乃風夕の嵐谷々の流の音まて

も皆是常恒説法乃馨と」乃ミ聞ゆ、西高野とて山の傍谷ふかく構て民家あり、是また高野寺の院内

風呂屋敷乃跡とて、けにさもあらんと見ゆる、石すへ地かた涼水なとあり、汲人なけれハ山の陰に

水猫り澄り、見聞の及所心をすます山ならすや、また御影堂近辺大木乃陰岩の下、経文なと書写し

て埋置あり、文字明にして幾千年経たるふるき石塔五輪、谷を哩ミ山に捨置、是をみられをもへハ、

いにLへハ出雲の高野とて貴賎万民自宗」他宗此山を信仰し、白骨五輪なとこの峯に持運ふ事成へ

し、また紀州高野に四寸岩といふ坂あり、難所たる故人馬往還しかたし、此山にも四寸岩とおはし

き岩有、身をひそめやうやう越行自然法所の道理ならすや」、亦むら里に此寺之末寺とて数ケ寺あ

り、今ハ他宗住持すといへとも高野へ付届け随順するもあり、山の北面を只浦とて在所あり、めか

り嶋なと古来より付来、今に至迄てらしまとて海草なと捧け持来る」、他所より支配する事なし、

往古全盛の知行所公役御免地ゆへ、其在名また只浦と名付るよし、老たる人中侍ふさもあらん、如

此霊地たりといへとも、天四年中尼子勝久乱逆に依りて、軍兵乱入して堂塔を破」し、寺院焼、橡

に一堂一寺相残り過半断絶せLより、以来妻帯坊主看坊して年月を送り、時日を経る事凡六十余歳、

猥に妻子を帯し、寺院を積し、魚肉を喰て彿闇を蔑にす、鳴呼哉、法は依人弘」まり、神仏ハ人之

敬によって威を増とこそ申博しに、如是凡俗年を重ね日を積て住するゆへ、堂塔破壊し、彿像乃荘
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厳月々零落し畢ぬ、故に看坊多年の犯罪甚以不軽、併罪乃所成、たれか是」を可遁可恐可慎、寛文

三年霜月下旬、大守源直政公不慮御登山被遊、霊地伽藍・大日・観音・霊彿名作一々轟々蕩々たる

を御拝礼、其外幾千歳の大樹いく万年の枯木乃景色、他に異なる＿「ありさまを御詠覧、御感情不浅

驚入せ給ふ、御気色御信心弥増郡吏をめされ、有増御たっねあり、簡侍ふ事共奉中上、然共憧なら

す被恩召住持をめし出、山の由来を御専有といへとも、一向無智乃妻」帯なんそ及御返答平、是非

を不分不首尾言語たへたる事とも也、大守の仰に云、紀州高野霊彿霊場を表する大伽藍に妻帯の住

する事ありや、高野に女人ありや、如此無作法天下の」大盗園の賊前代未聞なり、早このやまを退

出せしめ、清浄乃地となし、大日・観音乃御威光を増すべし、かやうの霊仏ハ天下の賓、如是の霊

場は固乃荘ならすや、迫而御再興可被成御意之趣、当むらの役人是を語る、是偏大日・観音の負慮

にあらすや、高祖乃恵ならすや、去寛文五暦四月此山日御崎恵光院学雄上人に被下置、誠是本尊乃

加護にあらすや、大師の力にあらすんハ何れの時も」此地を得る事あらんや、徐々としてこのやま

に来り、彿闇を清め、寺院乃塵を彿ひ、三密の秘法を修し、朝暮勤行不備、惣してハ国家泰平万民

豊楽を祈り、別而ハ伽藍不朽彿法繁昌乃願望をこらす」ものなり、従ホ以来大守公の御存念無心御

在江府之間、京都大彿師左京進を被呼下、仰に日、我国高野といふ山寺有霊価、一尊ならす一国乃

霊地なり、其方罷下一々拝見、いっれの作、誰の刻彫たる」儀相定、書付を以可申上之条、則左京

進案内者として布施又右衛門登山せられ、仏師拝見、大日・観音博教・弘法乃両作、その外観音勢

至の二菩薩は定朝、地蔵尊は行基はさつ乃さく無紛旨奉」中上、むかしより博しに不替、然上ハ大

守御帰城のおへ御取立乃やまとなり、寺領なと寄附せられ、真言秘密の道場と可成に相定処、大守

公不量於江府御逝去、当山乃不運欺、弘法大師御入定以来、此山旧記謹文等」数通□有之、八百飴

歳の間断絶す、然共凡山々谷々村里麓乃景色に至まて、紀州高野山に相似たり、然上ハ旧記讃文な

きとても、此霊彿眼前之能讃文、時を待、人を待、如往古発興すべきは、偏此山也」、先師恵光院

学雄上人当寺兼帯のみきり、予もまた暫時このやまに住す、一たひ国主の御下知を以たへたるを続

す□たれたるを挙、再ひ霊彿祖師乃御威光を可輝ところに、前大守羽林少将直政公御逝去の後、当

山」再興の素願手亡しちからなく、そのおへ旧記しやうもん紛失せるを欺き、有増見聞のおよふ虞、
（ママ）

進むて是を出顕さんとするに、文言の拙を悦しりそへは、これを黙止せんとすれハ、人また霊明を

しらす、唯婦人中子」参詣乃ミきり、此巻をひらくときハ、信心発起せしめ、師恩乃源を謝せむた

め、かれこれを以かう兄の嘲笑を不恥、懸念を述ゆへに言乃いやしく、語のかさなるをかへりみす、

只よみやすく解し易からん事を旨とする而巳
l

千時寛文六丙午暦八月日

自性院学雄　学祐　学意

三代目　教善房学意上人記之
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